
令和３年度 第１回 諏訪区地域協議会 

次 第 
 

                     日時：令和 3年 4月 28日(水) 午後 7時から 

                     会場：諏訪地区公民館 集会室 

 

                                   延べ 1時間 30分 
 

１ 開  会                                   
                                       【2分】 

 

 

 

 

２ 議  題                                   
 ⑴ 協議事項 

  ① 年間スケジュールについて                       【15分】 

 

 

 

 

 

 

  ② 自主的審議について                          【70分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ その他 

 

 

 

３ そ の 他                                   
                                       【3分】 

 ⑴ 次回開催日の確認 

   ・ 日時：令和 3年  月  日（ ）午後 7時から 

   ・ 会場：諏訪地区公民館 集会室 

   ・ 内容：令和３年度地域活動支援事業の審査（ヒアリング、採択すべき事業の決定） 

 

 

 

 ⑵ その他 

 

 

 

４ 閉  会                                   



項目 詳細 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

研修

適宜
(必要に応じて)

審議

○審議テーマの決定 ○審議テーマの検討 (審議を継続)

町内会長等との
情報交換会　等

【仮】
○地域の団体等との
情報交換会

令和３年度事業

○募集[4/1～4/23] ○提案書配布(～事
前採点)

○ヒアリング、審査、
採択すべき事業の決
定
【5/19㊌or5/21㊎】

○採択結果の検証・
課題等の洗い出し

令和４年度事業
※予算成立が前提

○募集要項・採択方
針等の見直し協議
（自主的審議の反映
含む）

○募集[4/1～　　]

協議会だよりの発行
(班回覧)

○第40号
(主な内容)
・地域活動支援事業
の審査・採択結果

○第41号
※自主的審議の状況
を踏まえ、必要に応じ
て発行

○第42号
(主な内容)
・新年のあいさつ
・活動状況報告
・事前説明会の開催
告知

○特別号
(地域活動支援事業
応募の手引き)

市からの
諮問・報告事項等

随時

その他

○年間スケジュール
の確認

※令和2年度は「地域
協議会会長会議」を
11月に開催

※令和2年度は 「地
域活動フォーラム」を
3月に開催

【メモ】

令和３年度　諏訪区地域協議会活動スケジュール（案）

A 
自主的審議

B
地域活動
支援事業

C
その他

地域活動支援事業
事前説明会

地域協議会
活動報告会

(兼　町内会長との
情報交換会等)

※個別開催もあり

（反映）

（
反
映
）
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★研修、審議、

情報交換会等

の中で見えて

きた課題等を

次年度の地域

活動支援事業

（募集要綱・採

択方針等）に

活かす。

（
反
映
）

（反映）

（情報交換等の内容を反映）

（必要に応じて適宜開催）



 

 

工程 日程 作業内容 所要時間 

事業提案の募集 
4 月 1 日(木)から 

4 月 23 日(金)まで 
・提案書の受付 23 日間 

第 1 回地域協議会 4 月 28 日(水) ・審査スケジュールの決定 － 

提案書の確認 5 月 10 日(月)頃～ 

・提案内容を把握 

・疑問点や質問内容を検討 

・[仮]採点を実施 

1 週間程度 

第 2 回地域協議会 

(ヒアリング) 

(採択すべき事業の決定) 

 月 日( ) 

5 月 19 日(水) 

 or21 日(金) 

 

※前年度は午後 6 時

30 分から開始 

1) 全事業についてヒアリング（概要

説明＋質疑応答）を実施 

2) ヒアリングを行いながら[本]採点

を実施 

3) 採点結果を集計[事務局] 

4) 審査により採択すべき事業を決定 

ヒアリングは 1

事業あたり 10

分程度 

※ 委員の作業を太字で表記 
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令和３年度 地域活動支援事業の審査スケジュール（案） 

資料 1－２ 



自主的審議テーマの決定について（案） 

 

１ 件名 

  二貫寺の森の活用について 

 

２ 審議の目的 

   二貫寺の森は、地域の特性に応じた森林の保全及び形成に資するため、「地域の豊

かな自然に触れる憩いの場を提供する」とともに、「森を守り、育てる体験等を通じ

て自然環境に関する意識の高揚を図る」ことを目的に設置された市民の森である。 

   しかし、多くの自然が残る二貫寺の森は地域の貴重な財産でありながら、施設全体

を見れば、草木が繁茂し十分な維持管理が行われていないことや、広く市民に認知さ

れていない現状がある。諏訪区地域協議会では、二貫寺の森が「市民の森」として一

層利用され、地域の活力向上に資する施設となることを目指し、二貫寺の森の活用方

策について審議を進める。 

 

３ 前期の審議テーマの取扱い 

   前期の審議テーマ「諏訪区内への移住促進について」は、活動の主体が別にある

ことから、諏訪区地域協議会としての自主的審議は終了する。 

  ※ ただし、高齢化や少子化、人口減少に起因する地域の現状については、今期協

議会としても課題意識を有していることから、必要に応じて「移住促進諏訪の

会」との連携について検討することとする。 

 

４ (参考)テーマ決定までの経過 

  ① R2 第 4 回協議会 

   ・ グループワークを行い、委員間で身近な地域の課題や特長について共有 

  ② R2 第 5 回協議会 

   ・ 共有した課題・特長を議題として整理するとともに、地域の意見を聴くため

「町内会長との情報交換会」の開催を決定 

  ③ R2 町内会長と地域協議会委員の情報交換会 

   ・ 町内会長と委員によるグループワークを行い、地域(町内会長)における課題

や特長が委員の認識と概ね同様であることを確認 

  ④ R2 第 6 回協議会 

   ・ テーマ決定には情報収集が必要との考えから「二貫寺の森」に関して市担当

課の説明を聞くことを決定 

  ⑤ R2 第 8 回協議会 

   ・ 市担当課(農林水産整備課)から、「二貫寺の森」の現状や課題等について報告 

   ・ 複数ある課題・特長の中から、まずは「二貫寺の森の活用」について、審議

を進めていくことを確認 
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